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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電子機器を制御する電子制御装置が接続され、電源線、グランド線及び信号線の
３本の電線からなるワイヤハーネスと、前記ワイヤハーネスに接続され、前記電子制御装
置と多重通信を行って前記電子制御装置と前記電子機器との間の通信を中継する複数の中
継コネクタと、を備えたワイヤハーネス構造体の導通検査を行う導通検査装置であって、
前記複数の中継コネクタ毎に設けられ、前記各中継コネクタの前記電子機器との接続コネ
クタ部に接続可能な複数の第１コネクタと、前記複数の第１コネクタを用いて前記ワイヤ
ハーネスに電流を流すことにより導通検査を行う導通検査手段と、を備えた導通検査装置
において、
　前記複数の第１コネクタから互いに異なる識別情報を出力させる識別情報出力手段を
　さらに備えたことを特徴とする導通検査装置。
【請求項２】
　前記ワイヤハーネスに取り付けられた、前記電子制御装置と接続するためのコネクタに
接続可能な第２コネクタをさらに備え、
　前記識別情報出力手段が、前記第２コネクタから識別情報の設定命令を出力する
　ことを特徴とする請求項１に記載の導通検査装置。
【請求項３】
　前記ワイヤハーネスを搭載するワイヤハーネス搭載台をさらに備え、
　前記複数の第１コネクタが、前記ワイヤハーネス搭載台上に配置されている
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　ことを特徴とする請求項１又は２に導通検査装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の導通検査装置により中継コネクタの識別情報が設定されるワイヤハー
ネス構造体において、
　前記各中継コネクタには、識別情報の設定命令が入力されると、前記接続コネクタ部に
入力される識別情報を自己の識別情報として設定する識別情報設定手段が設けられた
　ことを特徴とするワイヤハーネス構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導通検査装置、及び、ワイヤハーネス構造体に係り、特に、電子機器とこれ
を制御する電子制御装置とを接続するワイヤハーネス構造体の中継コネクタに識別情報を
設定する識別情報設定機能を備えた導通検査装置、及び、当該識別情報設定装置により識
別情報が設定されるワイヤハーネス構造体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　乗用車、貨物車等の車両には、エアコンやワイパー、パワーウインドウなどを構成する
多種多様な電子機器が搭載されている。これらの電子機器は、コンピュータなどで構成さ
れた電子制御装置（ＥＣＵ：Electronic Control Unit）と電気的に接続されており、こ
れら電子機器とＥＣＵとの間で電力や制御信号などが伝えられる。
【０００３】
　従来、上述した電子機器を制御する電子制御システムとして、例えば、図５に示すよう
なものが提案されている（例えば特許文献１）。同図に示すように、電子制御システム１
は、車両に搭載された図示しない複数の電子機器と、この電子機器を制御するＥＣＵ２と
、これら複数の電子機器－ＥＣＵ２間を接続するワイヤハーネス構造体３と、を備えてい
る。
【０００４】
　上記ワイヤハーネス構造体３は、ＥＣＵ２に接続されるワイヤハーネス６と、このワイ
ヤハーネス６に接続され、ＥＣＵ２と多重通信を行ってＥＣＵ２と電子機器との間の通信
を中継する複数の中継コネクタ７と、を備えている。上記ワイヤハーネス６は、電源線Ｌ
１、グランド線Ｌ２及び信号線Ｌ３の３本の電線から構成されている。上記複数の中継コ
ネクタ７及びＥＣＵ２は、これら１本の電源線Ｌ１、グランド線Ｌ２及び信号線Ｌ３にそ
れぞれ共通接続されている。
【０００５】
　上記中継コネクタ７は、信号線Ｌ３を介してＥＣＵ２との信号授受を行い、この信号授
受に応じて当該中継コネクタ７に接続されている電子機器の動作を制御する。なお、中継
コネクタ７には各々、中継コネクタ７全体の制御を司る図示しないＣＰＵが内蔵されてい
る。
【０００６】
　このように、一つの信号線Ｌ３にＥＣＵ２と複数の中継コネクタ７とを接続して信号授
受を実現するために各中継コネクタ７には、識別情報としてのＩＤが設定されている。そ
して、中継コネクタ７は各々、信号に送信先のＩＤと自己のＩＤとを添付して信号の送信
を行うと共に、自己のＩＤが添付された信号の受信を行っている。
【０００７】
　上記ＩＤの設定がないと一つの信号線Ｌ３に接続されたＥＣＵ２と複数の中継コネクタ
７との信号の授受ができなくなるため、ＩＤの設定は必要不可欠なものである。従来、上
記ＩＤの設定としては、例えば中継コネクタ７のハウジング内の複数のＩＤ設定スイッチ
群を内蔵したり、中継コネクタ７内に設けられた図示しない不揮発性メモリなどに、製造
時に個別に記憶するなどして行われる。
【０００８】
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　しかしながら、上述したＩＤの設定方法では、ＩＤ毎に製品管理が必要となる。また、
外観が同じものだと中継コネクタ７同士区別できないため誤接続され、正規の制御ができ
なくなり、製品不良になる危険性もある。そこで、例えば、中継コネクタ７に通信や電源
供給用の端子金具とは別に複数のＩＤ設定用端子金具を設け、この中継コネクタ７に接続
される相手側のコネクタに複数のＩＤ設定用端子金具のうちＩＤに応じた一つと接続する
セレクタ端子を設けることも考えられる（特許文献２）。しかしこの場合、上述したよう
に通信や電源供給用の端子金具とは別に、ＩＤ接続用端子金具を複数設ける必要があり、
中継コネクタ７のサイズが大きくなったり、形状が複雑になる、という問題がある。
【０００９】
　また、中継コネクタ７をワイヤハーネス６に一つずつ取り付ける取付装置と、取付装置
によって１つの中継コネクタ７がワイヤハーネス６に接続される毎に接続された中継コネ
クタ７に対応するアドレスをワイヤハーネス６を介して送信するアドレス書込装置と、を
備えたアドレス設定システムも提案されている（特許文献３）しかしながら、この場合、
取付装置によって一つずつしか中継コネクタ７を取り付けることができないため、取付に
時間がかかる、という問題がある。しかも、中継コネクタ７を取り付ける順番を間違える
と、中継コネクタ７に誤ったＩＤが設定され、製品不良になる危険性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００８－２２５６７３号公報
【特許文献２】特開平１０－６７４８号公報
【特許文献３】特開２００９－２１２９３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、本発明は、中継コネクタを識別情報毎に製品管理する必要がなく、しかも、中
継コネクタの小型化を図ることができる導通検査装置、及び、ワイヤハーネス構造体を提
供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した課題を解決するための請求項１記載の発明は、複数の電子機器を制御する電子
制御装置が接続され、電源線、グランド線及び信号線の３本の電線からなるワイヤハーネ
スと、前記ワイヤハーネスに接続され、前記電子制御装置と多重通信を行って前記電子制
御装置と前記電子機器との間の通信を中継する複数の中継コネクタと、を備えたワイヤハ
ーネス構造体の導通検査を行う導通検査装置であって、前記複数の中継コネクタ毎に設け
られ、前記各中継コネクタの前記電子機器との接続コネクタ部に接続可能な複数の第１コ
ネクタと、前記複数の第１コネクタを用いて前記ワイヤハーネスに電流を流すことにより
導通検査を行う導通検査手段と、を備えた導通検査装置において、前記複数の第１コネク
タから互いに異なる識別情報を出力させる識別情報出力手段をさらに備えたことを特徴と
する導通検査装置に存する。
【００１３】
　請求項２記載の発明は、前記ワイヤハーネスに取り付けられた、前記電子制御装置と接
続するためのコネクタに接続可能な第２コネクタをさらに備え、前記識別情報出力手段が
、前記第２コネクタから識別情報の設定命令を出力することを特徴とする請求項１に記載
の導通検査装置に存する。
【００１４】
　請求項３記載の発明は、前記ワイヤハーネスを搭載するワイヤハーネス搭載台をさらに
備え、前記複数の第１コネクタが、前記ワイヤハーネス搭載台上に配置されていることを
特徴とする請求項１又は２に導通検査装置に存する。
【００１６】
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　請求項４記載の発明は、請求項２に記載の導通検査装置により中継コネクタの識別情報
が設定されるワイヤハーネス構造体において、前記各中継コネクタには、識別情報の設定
命令が入力されると、前記接続コネクタ部に入力される識別情報を自己の識別情報として
設定する識別情報設定手段が設けられたことを特徴とするワイヤハーネス構造体に存する
。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように請求項１記載の発明によれば、識別情報出力手段が、導通検査に用
いる第１コネクタから互いに異なる識別情報を出力させる。これにより、ワイヤハーネス
構造体の導通検査工程で中継コネクタに識別情報を設定することができる。また、ワイヤ
ハーネスに組み付ける前は全ての中継コネクタを同一にすることができるため、識別情報
毎に中継コネクタを製品管理する必要がない。また、ＩＤ設定用の端子を中継コネクタに
設ける必要もないので、中継コネクタの小型化を図ることができる。さらに、複数の中継
コネクタにワイヤハーネスを取り付けた後に、識別情報を設定することができるため、複
数の中継コネクタを一度にワイヤハーネスに取り付けることができ、組み立て時間を短縮
することができる。
【００１８】
　請求項２記載の発明によれば、識別情報出力手段が、第２コネクタから識別情報の設定
命令を出力するので、この設定命令を中継コネクタが受け取って、第１コネクタから入力
された識別情報を自己の識別情報として設定することができる。
【００１９】
　請求項３記載の発明によれば、複数の第１コネクタが、ワイヤハーネス搭載台上に配置
されているので、対応する位置に配置された第１コネクタに中継コネクタを接続して、識
別情報を設定することができるため、識別情報の誤設定を防止できる。
【００２１】
　請求項４記載の発明によれば、設定命令を中継コネクタが受け取って、第１コネクタか
ら入力された識別情報を自己の識別情報として設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の識別情報設定装置を組み込んだ導通検査装置の一実施形態を示す斜視図
である。
【図２】図１に示す導通検査装置の電気構成図である。
【図３】図１及び図２に示す導通検査装置を構成する制御部の処理手順を説明するための
フローチャートである。
【図４】図５及び図６に示す中継コネクタ内に内蔵されたＣＰＵの処理手順を説明するた
めのフローチャートである。
【図５】図１に示す導通検査装置を用いてＩＤが設定されるワイヤハーネス構造体を組み
込んだ電子制御システムを示す構成図である。
【図６】図５に示す中継コネクタを構成するチップの詳細を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　まず、本発明の導通検査装置について説明する前に、この導通検査装置を用いてＩＤ（
識別情報）が設定されるワイヤハーネス構造体について図５及び図６を参照して説明する
。図５は、図１に示す導通検査装置を用いてＩＤが設定されるワイヤハーネス構造体を組
み込んだ電子制御システムを示す構成図である。図６は、図５に示す中継コネクタを構成
するチップの詳細を示すブロック図である。
【００２４】
　図５に示す電子制御システム１は、図示しない車両に搭載されている。この電子制御シ
ステム１は、図示しない複数の電子機器と、これら電子機器を制御する電子制御装置（以
下ＥＣＵ）２と、複数の電子機器及びＥＣＵ２間を通信可能に接続するためのワイヤハー
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ネス構造体３と、を備えている。
【００２５】
　上記電子機器は、ＥＣＵ２によって制御される各種装置であり、例えば、エアコン、ワ
イパー、パワーウインドウやドアスイッチなどの各種スイッチが挙げられる。上記ＥＣＵ
２には、車載バッテリから電源電圧ＶBが供給されている。上記ＥＣＵ２は、電子制御シ
ステム１全体の制御を司るマイクロプロセッサ（ＭＰＵ）４と、後述するワイヤハーネス
構造体３などに接続される外部コネクタ５などから構成されている。
【００２６】
　上記ＭＰＵ４は、後述する中継コネクタ７からスイッチのオン情報が入力されると、そ
の操作スイッチに対応する電子機器のＩＤ及びその電子機器が接続される中継コネクタ７
のＩＤ（識別情報）を宛先情報として付加した制御信号を出力する。
【００２７】
　上記外部コネクタ５は、ＭＰＵ４に接続されている。上記外部コネクタ５は、後述する
複数の中継コネクタ７と多重通信を行うための所定の通信プロトコル（例えば、ＬＩＮ（
Local Interconnect Network））などに対応した通信インタフェースを内蔵している。ま
た、外部コネクタ５には、電源電圧ＶBの＋側が出力される電源端子、電源電圧ＶBの－側
が出力されるグランド端子及び上記通信インタフェースに接続された制御信号が出力され
る信号端子（何れも図示せず）が設けられている。
【００２８】
　上記ワイヤハーネス構造体３は、ワイヤハーネス６と、複数の中継コネクタ７と、を備
えている。
【００２９】
　上記ワイヤハーネス６は、上記外部コネクタ５の電源端子に接続される電源線Ｌ１、グ
ランド端子に接続されるグランド線Ｌ２、及び、信号端子に接続され各中継コネクタ７宛
の制御信号が多重（シリアル）伝送される信号線Ｌ３の３本の電線からなり、この３本の
電線の外周にビニルテープが巻き付けられている。
【００３０】
　このワイヤハーネス６の一端には、接続コネクタ８が設けられていて、この接続コネク
タ８をＥＣＵ２の外部コネクタ５に接続すると、外部コネクタ５の電源端子が電源線Ｌ１
に接続され、グランド端子がグランド線Ｌ２に接続され、信号端子が信号線Ｌ３に接続さ
れる。また、ワイヤハーネス６から分岐した複数の分岐線６ａの端末には、後述する中継
コネクタ７がそれぞれ取り付けられている。
【００３１】
　上記中継コネクタ７は、ワイヤハーネス６と電子機器とを接続するためのコネクタであ
る。この中継コネクタ７は、アウタハウジング９と、このアウタハウジング９内に収容さ
れている制御回路パッケージ１０と、で構成されている。アウタハウジング９は、絶縁性
の合成樹脂を用いて平坦な箱状に形成されており、筒状のフード部９ａと、このフード部
９ａに連なった制御回路パッケージ収容室９ｂと、を一体に備えている。
【００３２】
　上記制御回路パッケージ１０は、図示しない電子機器又は電子機器から引き出された電
線に接続される端子金具Ｔ２と、分岐線６ａを構成する電源線Ｌ１、グランド線Ｌ２、信
号線Ｌ３に各々接続される端子金具Ｔ１と、封止体１１と、を備えている。
【００３３】
　上記端子金具Ｔ２は、導電性の金属から構成されていて、一端が後述する封止体１１内
に挿入され、他端が封止体１１の互いに対向する一対の面の一方から突出している。また
端子金具Ｔ１の外部に突出された他端には、雄タブ端子が形成されていて、上記アウタハ
ウジング９内のフード部９ａ内に収容されている。即ち、このフード部９ａと端子金具Ｔ
２とで、電子機器との接続コネクタ部Ｃを構成している。
【００３４】
　この接続コネクタ部Ｃのフード部９ａに上記電子機器又は電子機器から引き出された電



(6) JP 5986710 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

線の端末に取り付けられた図示しないコネクタのハウジングが嵌合されると、端子金具Ｔ
２に形成された雄タブ端子にそのハウジング内に収容された雌型端子金具が電気的に接続
される。これにより、端子金具Ｔ２には図示しない電子機器が接続される。
【００３５】
　上記端子金具Ｔ１は、導電性の金属から構成されていて、一端が後述する封止体１１内
に挿入され、他端が封止体１１の互いに対向する一対の面の他方から突出している。この
端子金具Ｔ１の外部に突出された他端には、圧接端子が形成されていて、その圧接端子に
それぞれ電源線Ｌ１、グランド線Ｌ２、信号線Ｌ３が圧接されている。
【００３６】
　上記封止体１１は、制御回路が内蔵されたチップ１２（図６）と、これら端子金具Ｔ１
及びＴ２の一端と、をワイヤボンディングして接続された状態で、樹脂封止している。上
記チップ１２には、電源線Ｌ１及びグランド線Ｌ２を介して電源電圧ＶBが供給されてい
る。上記封止体１１内のチップ１２は、図６に示すように、通信インタフェース１２ａと
、入出力ポート１２ｂと、メモリ１２ｃと、ＣＰＵ１２ｄと、を備えている。
【００３７】
　上記通信インタフェース１２ａは、上述したＥＣＵ２と多重通信を行うための所定プロ
トコルに対応したインタフェースである。上記入出力ポート１２ｂには、上述した端子金
具Ｔ２各々に接続された電子機器のＩＤが各端子金具Ｔ２に割り振られたアドレスとして
格納されている。上記メモリ１２ｃは、不揮発性のメモリであり、この中継コネクタ７の
ＩＤが記憶される。上記ＣＰＵ１２ｄは、この中継コネクタ７全体の制御を司る中央演算
処理装置である。
【００３８】
　上記ＣＰＵ１２ｄは、図６に示すように、通信制御部１２ｄ－１と、入出力制御部１２
ｄ－２と、ＩＤ制御部１２ｄ－３と、を備えている。上記通信制御部１２ｄ－１は、ワイ
ヤハーネス６の信号線Ｌ３を介して上記ＥＣＵ２から送信された制御信号を受信し、受信
した制御信号に含まれる中継コネクタ７のＩＤが自己のＩＤでないときはその制御信号を
破棄し、受信した制御信号に含まれる中継コネクタ７のＩＤが自己のＩＤであるときはそ
の制御信号を後述する入出力制御部１２ｄ－２に出力する。また、上記入出力制御部１２
ｄ－２は、通信制御部１２ｄ－１から制御信号を受信するとその制御信号に付加された電
子機器のＩＤを読み取って、読み取ったＩＤの電子機器に接続された端子金具Ｔ２から上
記制御信号を送信する。
【００３９】
　また、上記入出力制御部１２ｄ－２は、端子金具Ｔ２を介して電子機器からの制御信号
を受信すると、その端子金具に割り振られた電子機器１０のＩＤを送り元情報として付加
して、通信制御部１２ｄ－１に供給する。通信制御部１２ｄ－１は、入出力制御部１２ｄ
－２から制御信号を受信すると、さらに自己の中継コネクタ７のＩＤを送り元情報として
付加して端子金具Ｔ１を介してＥＣＵ２宛に送信する。
【００４０】
　上記ＩＤ制御部１２ｄ－３は、ワイヤハーネス６の信号線Ｌ３を介して上記ＥＣＵ２か
ら送信されたＩＤ設定命令が入力されると、端子金具Ｔ２から入力された信号に応じたＩ
Ｄを読み取り、その読み取ったＩＤを中継コネクタ７のＩＤとして設定し、メモリ１２ｃ
内に格納すると共にメモリ１２ｃに格納された設定済みフラグをオンする。詳しくは、上
記ＩＤ制御部１２ｄ－３は、ＩＤ読取部１２ｄ－３１と、セレクタ１２ｄ－３２と、を備
えている。
【００４１】
　ＩＤ読取部１２ｄ－３１は、ＥＣＵ２からＩＤ設定命令が入力されると、端子金具Ｔ２
から入力された信号に応じたＩＤを中継コネクタ７のＩＤとしてメモリ１２ｃ内に格納す
る。即ち、端子金具Ｔ２が３端子あったとすると、“０００”のときはＩＤを「０」とし
、“００１”のときはＩＤを「１」とし、“０１０”のときはＩＤを「２」とする。
【００４２】
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　上記セレクタ１２ｄ－３２は、端子金具Ｔ２からの入力を入出力制御部１２ｄ－２とＩ
Ｄ読取部１２ｄ－３１との間で切り換える。セレクタ１２ｄ－３２は、ＩＤが未設定であ
り設定フラグがオフのときにＩＤ読取部１２ｄ－３１の機能を有効にすると共にセレクタ
１２ｄ－３２によって端子金具Ｔ２からの入力をＩＤ読取部１２ｄ－３１側に切り替える
。この切り替えにより入出力制御部１２ｄ－２及び通信制御部１２ｄ－１によるＥＣＵ２
－電子機器間の通信動作が停止し、ＩＤ読取部１２ｄ－３１によるＩＤの設定が行われる
。
【００４３】
　一方、セレクタ１２ｄ－３２は、ＩＤ設定命令に応じてＩＤの設定が行われ設定フラグ
がオンのときに、ＩＤ読取部１２ｄ－３１の機能を無効にすると共にセレクタ１２ｄ－３
２によって端子金具Ｔ２からの入力を入出力制御部１２ｄ－２側に切り換える。この切り
替えにより、ＩＤ読取部１２ｄ－３１によるＩＤの設定動作が行われることなく、入出力
制御部１２ｄ－２及び通信制御部１２ｄ－１によるＥＣＵ２－電子機器間の通信動作が行
われる。
【００４４】
　次に、上述したワイヤハーネス構造体３の導通検査を行う導通検査装置について図１及
び図２を参照して説明する。図１は、本発明の識別情報設定装置を組み込んだ導通検査装
置の一実施形態を示す斜視図である。図２は、図１に示す導通検査装置の電気構成図であ
る。
【００４５】
　図１に示すように、導通検査装置１３は、ワイヤハーネス６を搭載するワイヤハーネス
搭載台１４と、このワイヤハーネス搭載台１４上に配置された複数の第１コネクタ１５及
び第２コネクタ１６と、これら第１コネクタ１５及び第２コネクタ１６に接続された検査
装置１７と、を備えている。
【００４６】
　上記ワイヤハーネス搭載台１４は、平板状に形成されている。上記第１コネクタ１５は
、複数の中継コネクタ７毎に設けられている。即ち、ワイヤハーネス６に取り付けられた
中継コネクタ７の数と、ワイヤハーネス搭載台１４に配置された第１コネクタ１５の数と
は、互いに等しい。第１コネクタ１５は、中継コネクタ７のフード部９ａに嵌合するハウ
ジングと、このハウジングに収容され、中継コネクタ７の端子金具Ｔ２に電気的に接続さ
れる端子金具と、から構成され、中継コネクタ７に設けた接続コネクタ部Ｃと接続可能に
設けられている。
【００４７】
　第２コネクタ１６は、接続コネクタ８のハウジングに嵌合するハウジングと、このハウ
ジングに収容され、接続コネクタ８の端子に電気的に接続される端子金具と、から構成さ
れ、接続コネクタ８に接続可能に設けられている。これら第１コネクタ１５及び第２コネ
クタ１６は、検査装置１７に接続されている。
【００４８】
　上記検査装置１７は、図２に示すように、第１コネクタ１５及び第２コネクタ１６の端
子金具に接続される検査・ＩＤ設定回路１８と、この検査・ＩＤ設定回路１８を制御する
制御部１９と、表示器２０と、を有している。
【００４９】
　上記検査・ＩＤ設定回路１８は、制御部１９の制御に基づいて検査信号をワイヤハーネ
ス６に流して、ワイヤハーネス６の導通状態を検査できるようになっている。また、検査
・ＩＤ設定回路１８は、制御部１９の制御に基づいて第２コネクタ１６からＩＤ設定命令
を出力したり、各第１コネクタ１５から互いに異なるＩＤを出力したりする。
【００５０】
　制御部１９は、ＣＰＵから構成され、後述する導通検査処理やＩＤ設定処理などを行い
、その結果を上記表示器２０に表示する。
【００５１】
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　次に、上述した構成の導通検査装置１３を用いた導通検査手順、ＩＤの設定手順、通信
検査手順について図３及び図４を参照して以下説明する。図３は、図１及び図２に示す導
通検査装置１３を構成する制御部１９の処理手順を説明するためのフローチャートである
。図４は、図５及び図６に示す中継コネクタ７内に内蔵されたＣＰＵ１２ｄの処理手順を
説明するためのフローチャートである。まず、図１に示すように、ワイヤハーネス搭載台
１４にワイヤハーネス６を搭載して、中継コネクタ７の接続コネクタ部Ｃを第１コネクタ
１５に接続すると共に接続コネクタ８を第２コネクタ１６に接続する。その後、導通検査
装置１３の電源をオン又は検査開始操作を行う。
【００５２】
　この電源オンや検査開始操作などに応じて導通検査装置１３内の制御部１９は、図３に
示す処理を開始して、まず導通検査処理を行う（ステップＳ１）。この導通検査処理にお
いて、制御部１９は、導通検査手段として働き通常の導通検査と同様に、第１、第２コネ
クタ１５、１６を用いてワイヤハーネス６に検査信号を流してワイヤハーネス６の通電状
態を検査を行う。この導通検査処理で異常が検出されると（ステップＳ２でＹ）、制御部
１９は、表示器２０に通電異常を表示して（ステップＳ３）、処理を終了する。
【００５３】
　一方、導通検査処理で異常が検出されなければ（ステップＳ２でＮ）、制御部１９は、
第２コネクタ１６を介して電源線Ｌ１－グランド線Ｌ２間に電源電圧ＶBを供給する（ス
テップＳ４）。これにより、各中継コネクタ７に電源電圧ＶBが供給される。
【００５４】
　次に、制御部１９は、第２コネクタ１６及び信号線Ｌ３を介して全中継コネクタ７宛に
ＩＤ設定命令を送信する（ステップＳ５）。その後、制御部１９は、各第１コネクタ１５
から互いに異なるＩＤを出力させる（ステップＳ６）。このステップＳ５及びＳ６により
制御部１９は、請求項中の識別情報出力手段として機能する。次に、制御部１９は、第２
コネクタ１６及び信号線Ｌ３を介して全ての中継コネクタ７に対してそのＩＤを添付した
コマンドを順次送信する（ステップＳ７）。
【００５５】
　次に、制御部１９は、コマンド送信に対して各中継コネクタ７からのレスポンスがある
か否かを判定し（ステップＳ８）、全ての中継コネクタ７からレスポンスがあれば（ステ
ップＳ８でＹ）、表示器２０に正常を表示する（ステップＳ９）。その後、制御部１９は
、第２コネクタ１６を介しての電源電圧ＶBの供給を遮断して（ステップＳ１０）、処理
を終了する。
【００５６】
　これに対して、コマンド送信した各中継コネクタ７のうち、１つでもレスポンスがなけ
れば（ステップＳ８でＮ）、表示器２０に通信異常を表示すると共にレスポンスのない中
継コネクタ７を表示する（ステップＳ１１）。その後、制御部１９は、ステップＳ１０に
進む。
【００５７】
　次に、中継コネクタ７内のＣＰＵ１２ｄの動作について説明する。上述したステップＳ
４により導通検査装置１３から電源電圧ＶBが供給されると中継コネクタ７内のＣＰＵ１
２ｄは、図４に示す処理を開始して、まずＩＤ設定済みフラグがオンしているか否かを判
定する（ステップＳ１１）。ＩＤ設定済みフラグがオンしていれば（ステップＳ１１でＹ
）、ＣＰＵ１２ｄは通常の通信動作処理を行う（ステップＳ１５）。これに対して、ＩＤ
設定済みフラグがオフしていればＩＤ設定命令待ち状態となる（ステップＳ１２）。
【００５８】
　次に、上述したステップＳ３により導通検査装置１３からのＩＤ設定命令を受信すると
（ステップＳ１２でＹ）、中継コネクタ７内のＣＰＵ１２ｄは、第１コネクタ１５を介し
て端子金具Ｔ２から入力されたＩＤを読み取り（ステップＳ１３）、識別情報設定手段と
して働き、読み取ったＩＤを自己のＩＤとしてメモリ１２ｃに格納した後（ステップＳ１
４）、ステップＳ１５に進み通常の通信動作処理に進む。この通信動作処理において、中
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と、自己のＩＤを送り元情報として添付したレスポンスを送信する。
【００５９】
　上述した導通検査装置１３によれば、制御部１９が、導通検査に用いる複数の第１コネ
クタ１５から互いに異なるＩＤを出力させる。これにより、ワイヤハーネス構造体３の導
通検査工程で中継コネクタ７にＩＤを設定することができる。また、ワイヤハーネス６に
組み付ける前は全ての中継コネクタ７を同一にすることができるため、ＩＤ毎に中継コネ
クタ７を製品管理する必要がない。また、ＩＤ設定用の端子を中継コネクタ７に設ける必
要もないので、中継コネクタ７の小型化を図ることができる。さらに、複数の中継コネク
タ７をワイヤハーネス６に取り付けた後に、ＩＤを設定することができるため、複数の中
継コネクタ７を一度にワイヤハーネス６に取り付けることができ、組み立て時間を短縮す
ることができる。
【００６０】
　また、上述した導通検査装置１３によれば、制御部１９が、第２コネクタ１６からＩＤ
設定命令を出力するので、このＩＤ設定命令を中継コネクタ７が受け取って、第１コネク
タ１５から入力されたＩＤを自己のＩＤとして設定することができる。
【００６１】
　また、上述した導通検査装置１３によれば、複数の第１コネクタ１５が、ワイヤハーネ
ス搭載台１４上に配置されているので、対応する位置に配置された第１コネクタ１５に中
継コネクタ７を接続して、ＩＤを設定することができるため、ＩＤの誤設定を防止できる
。
【００６２】
　また、上述したワイヤハーネス構造体３によれば、各中継コネクタ７のＣＰＵ１２ｄが
、ＩＤ設定命令が入力されると、接続コネクタ部Ｃに入力されるＩＤを自己のＩＤとして
設定する。これにより、このＩＤ設定命令を中継コネクタ７が受け取って、第１コネクタ
１５から入力されたＩＤを自己のＩＤとして設定することができる。
【００６４】
　また、上述した実施形態では、中継コネクタ７のアウタハウジング９内に封止体１１が
収容されていて、この封止体１１内でチップ１２と端子金具Ｔ１及びＴ２とをワイヤボン
ディングして接続していたが、本発明はこれに限ったものではない。例えば、中継コネク
タ７のアウタハウジング９内に基板を収容し、この基板上でチップ１２と端子金具Ｔ１及
びＴ２とを接続するようにしてもよい。
【００６５】
　また、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【符号の説明】
【００６６】
　２　　　ＥＣＵ（電子制御装置）
　６　　　ワイヤハーネス
　７　　　中継コネクタ
　１２ｄ　ＣＰＵ（識別情報設定手段）
　１３　　導通検査装置（識別情報設定装置）
　１４　　ワイヤハーネス搭載台
　１５　　第１コネクタ
　１６　　第２コネクタ
　１９　　制御部（識別情報出力手段、導通検査手段）
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